
栃 木 県 公 衆 衛 生 学 会 演 題 募 集 要 綱

1 発表資格

① 栃木県公衆衛生協会会員

② 学校、事業所及び団体で公衆衛生業務に従事している者

③ 行政機関等で公衆衛生業務に従事している者

2 発表形式

口演発表及び誌上発表とする。

3 申込方法

① 口演発表及び誌上発表

別記様式の演題申込書に所定事項を記入の上申し込むこと。

なお、演題の原稿用紙の規格はA4版 とし、用紙の提出枚数は3枚以内とする。

4 演題区分

疫学 。保健医療情報、健康教育 ・ヘルスプロモーション、保健所 0衛生行政、地域保

健 ・地域医療、難病 ・医療福祉、生活習慣病、母子保健 ・学校保健、老人保健、精神保

健、歯科保健、感染症、公衆栄養、食品衛生 ・薬事衛生、産業保健、環境保健、その他

5 発表上の注意事項

① 発表者の口演時間は8分以内、追加討論は2分以内とする。
② 発表に際して掛図、パネル、スライド、OHPな どの使用は認める。ただし、スラ

イドなどの機器操作に当たっては、発表者などが行うこと。

③ 掛図、パネルは、 1演題につき2枚以内とし、学会当日は発表者が管理すること。

6 その他

① 栃木県職員が日本公衆衛生学会において発表するときは、出来るだけ本学会で発表
したものにすること。

② 疫学研究の実施に当たっては、倫理的配慮を充分に行うこと。

③ 口演時間、順序は、確定後連絡する。

附  則
この要綱は、昭和58年5月 31日から適用する。

附  則

この要綱は、昭和60年7月 5日 から適用する。

附  則

この要綱は、平成4年 4月 17日から適用する。

附  則

この要綱は、平成7年 5月 30日から適用する。

附  則

この要綱は、平成10年5月 H日 から適用する。

附  則

この要綱は、平成16年5月 27日から適用する。

附  則
この要綱は、平成16年7月 22日から適用する。


